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内部統制体制の整備に関する基本方針の一部改定について 

 

 当社は、平成 18 年５月 25 日開催の取締役会において、内部統制体制の整備に関する基本方針を決

議いたしましたが、今般、当社グループの行動の原理原則を定めた「FUJITSU Way」を改定したこと

に伴い、平成 20 年４月 28 日開催の取締役会において、下記のとおり同基本方針の一部改定を決議い

たしましたのでお知らせいたします。（変更箇所は下線で示しております。） 

 

記 
 

１．目的 

富士通グループは、「常に変革に挑戦し続け、快適で安心できるネットワーク社会づくりに貢献し、

豊かで夢のある未来を世界中の人々に提供すること」を企業理念とすることを、富士通グループの行

動の原理原則である「FUJITSU Way」において宣言しております。 

この「FUJITSU Way」の実践を通じて、グループとしてのベクトルを合わせることにより、更なる企

業価値の向上と社会への貢献を目指しております。 
また、富士通グループの企業価値の持続的向上を図るためには、経営の効率性を追求するとともに、

事業活動より生ずるリスクをコントロールすることが必要であり、このためのコーポレート・ガバナ

ンスの強化が不可欠であるとの基本認識のもと、引き続き以下に掲げる諸施策の継続的な実施を推進

してまいります。 
 
 

２．当社および富士通グループの業務の適正を確保するための体制 

(1) 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 
①当社は、経営の監督機能と執行機能を分離し、取締役会は、常務会*等の執行機能の監督および

重要事項の意思決定を行う。執行機関のうち、常務会は、経営に関する基本方針、戦略を討議し

決定するとともに経営執行に関する重要事項について決定する。常務会に付議された事項は、そ

の討議の概要も含め取締役会に報告し、そのうち重要な事項については取締役会において決定す

る。 
 

②当社は経営の監督機能を強化するため、社外取締役・社外監査役を積極的に任用する。 
 

③取締役会は、職務執行に係わる取締役、経営執行役、常務理事（以下「経営者」という。）およ

びその他の職務執行組織の職務権限を明確化し、おのおのの職務分掌に従い職務の執行を行わせ

る。 
 

④経営者は、「取締役会規則」、「常務会規程」、「稟議規程」等に基づく適切な意思決定手続のもと、

職務の執行を行う。 
 
⑤経営者は、経営方針等の周知徹底を行うとともに、経営目標達成のため具体的な達成目標を設定

しそれを実現する。 
 



⑥経営者は、事業の効率性を追求するために、内部統制体制の継続的な整備と業務プロセスの改革

を推進する。 
 
⑦取締役会は、経営者およびその他の職務執行組織に毎月の決算報告／業務報告等を行わせること

により、経営目標の達成状況を監視・監督する。 
 
 
 (2) 取締役および社員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

 
①経営者は、法令・定款遵守を含むコンプライアンスの基本理念として「FUJITSU Way」を遵守す

るとともに、経営者としての倫理に基づいてグループ全体のコンプライアンスの推進に積極的に

取り組む。 
 
②経営者は、継続的な教育の実施等により、社員に対し「FUJITSU Way」の遵守を徹底させるとと

もに、グループ全体のコンプライアンスを推進する。 
 
③経営者は、富士通グループの事業活動に係わる法規制等を明確化するとともに、それらの遵守の

ために必要な社内ルール、教育、監視体制の整備を行い、グループ全体のコンプライアンスを推

進する。 
 
④経営者および社員は、事業活動の遂行に関連して、重大なコンプライアンス違反の恐れのある事

実を認識した場合は、直ちに通常の業務ラインを通じてその事実を取締役会および監査役会に通

知する。 
 
⑤経営者は、通常の業務ラインとは独立した情報伝達ルートによりコンプライアンス問題の早期発

見と適切な対応を実施可能とするため、通報者の保護体制等を確保した内部通報制度を設置・運

営する。 
 
⑥取締役会は、職務の執行者から職務執行状況の報告を定期的に受け、職務の執行においてコンプ

ライアンス違反がないことを確認する。 
 
 
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 
①経営者は、富士通グループの事業継続性、企業価値の向上、企業活動の持続的発展を実現するこ

とを目標とし、これを阻害する恐れのあるリスクに対処するため、リスク毎に所管部署を定め、

適切なリスク管理体制を整備する。 
 
②経営者は、富士通グループに損失を与えうるリスクを常に評価・検証し、重要なものについては

取締役会に報告する。 
 
③経営者は、上記②で認識されたリスクおよび事業遂行上想定されるその他のリスクについて、未

然防止対策の策定等リスクコントロールを行い、損失の最小化に向けた活動を行う。 
また、リスクの顕在化により発生する損失を最小限に留めるため、リスク管理委員会等を設置し

必要な対策を実施するとともに、顕在化したリスクを定期的に分析し、取締役会等へ報告を行い、

同様のリスクの再発防止に向けた活動を行う。 
 
④経営者は、上記によって捕捉できないリスク情報の収集のため内部通報制度を設け、通報者の保

護体制等を確保のうえ、これを運用する。 
 
 
 



(4) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

 
①経営者は、その職務の執行に係る以下の文書（電磁的記録を含む。以下同じ。）その他の重要な

情報につき、社内規定に基づき、保管責任者を定めたうえで適切に保存・管理を行う。 

・株主総会議事録およびその関連資料 
・取締役会議事録およびその関連資料 
・その他の重要な意思決定会議の議事録およびその関連資料 
・経営者を決裁者とする決裁書類およびその関連資料 
・その他経営者の職務の執行に関する重要な文書 

 
②取締役および監査役は、職務の執行状況を確認するため、上記①に定める文書を常時閲覧するこ

とができるものとし、各文書の保管責任者は、取締役および監査役からの要請に応じて、いつで

も閲覧可能な体制を整備する。 
 
 
(5) 富士通グループにおける業務の適正を確保するための体制 

 
①当社は、グループ各社の経営者に対し、富士通グループの企業価値の持続的向上を目的に、

「FUJITSU Way」を基本として、上記の(1)から(4)に定めるグループとしての効率的かつ適法・

適正な業務遂行体制の整備に関する指導・支援を行う。 
 
②当社は、上記①を具体化するため、グループにおける各社の役割、責任と権限、意思決定のあり

方等を規定した「富士通グループ運営規定」を制定する。 
 
③当社およびグループ各社の経営者は、定期的な連絡会等を通じて富士通グループの経営方針、経

営目標達成に向けた課題の確認等を行う。 
また、富士通グループの監査役は富士通グループ監査役連絡会等を通じて、監査の視点からの富

士通グループにおける課題の確認等を行う。 
 
④当社およびグループ各社の経営者は、上記③によって抽出された経営目標達成に向けた課題の解

決のために必要な施策について、十分な協議を行ったうえでこれを実施するものとし、必要に応

じ、別途「富士通グループ運営規定」で定める当社への報告または承認の手続きを得るものとす

る。 
 
⑤当社の内部監査組織は、グループ各社の内部監査組織と連携して、富士通グループ全体に関する

内部監査を実施し、その結果を定期的に当社および当該グループ会社の取締役会および監査役に

報告する。 
グループ会社に関する事項のうち重要な事項については、当社の取締役会および監査役会に報告

する。 
 
 
 
(6) 監査役の監査の適正性を確保するための体制 

 

＜独立性の確保に関する事項＞ 

①当社は監査役の職務を補助すべき社員の組織として監査役室を置き、その社員は監査役の要求す

る能力・知見を有する適切な人材を配置する。 
 
②経営者は、監査役室の社員の独立性を確保するため、その社員の任命・異動および報酬等人事に

関する事項については監査役と事前協議のうえ決定する。 
 



③経営者は、監査役室の社員を原則その他の組織と兼務させないものとする。ただし、監査役の要

請により特別の専門知識を有する社員を兼務させる必要が生じた場合は、上記②による独立性の

確保に配慮する。 
 

＜報告体制に関する事項＞ 

①当社およびグループ各社の経営者は、監査役に重要な会議への出席の機会を提供する。 
 
②当社およびグループ各社の経営者ならびに社員は、経営・業績に影響を及ぼすリスクが発生した

場合、または事業活動の遂行に関連して重大なコンプライアンス違反となる事実を認識した場合、

直ちに監査役に報告を行う。 
 
③当社およびグループ各社の経営者ならびに社員は、定期的に監査役に対して職務執行状況を報告

する。 

 
＜実効性の確保に関する事項＞ 

①当社およびグループ各社の経営者は、定期的に監査役と情報交換を行う。 
 
②内部監査組織は、定期的に監査役に監査結果を報告する。 

 
③監査役は、会計監査人に対して会計監査の結果等について随時説明および報告を行わせるととも

に定期的に情報交換を実施する。 
 

 
*先般の組織体制の変更に応じて、上記基本方針における経営戦略会議および経営会議を常務会へと変更

いたしました。 
 

以 上 
 
 


